
一
般
質
問
〜
市
政
を
問
う
〜

地籍調査に対する
考え方は

測量を実施することは有効だ
産業建設部長

竹村 仁司議員

問　

地
籍
調
査
に
対
す
る
考

え
方
、目
的
は
。

答　

市
街
地
に
つ
い
て
は
、災

害
後
の
早
期
復
旧
、公
共
事

業
の
円
滑
化
な
ど
の
観
点
か

ら
、地
籍
調
査
、ま
た
は
同
等

の
精
度
を
有
す
る
測
量
を
実

施
す
る
こ
と
は
有
効
だ
。

問　

地
籍
調
査
に
係
る
費
用

は
、国
、県
の
補
助
が
あ
る
の

か
。市
の
事
業
に
対
す
る
実

施
負
担
は
ど
の
程
度
か
。

答　

調
査
に
必
要
な
経
費
の

２
分
の
１
は
国
、４
分
の
１
は

県
が
補
助
し
、残
り
の
４
分

の
１
が
市
の
負
担
と
な
る
。

県
、市
町
村
が
負
担
す
る
経

費
は
、80
％
が
特
別
交
付
税

措
置
の
対
象
に
な
る
。

問　

高
齢
化
社
会
に
も
備
え

た
ま
ち
づ
く
り
が
求
め
ら
れ

る
。都
市
計
画
の
見
直
し
、再

構
築
に
当
た
っ
て
地
籍
調
査

の
必
要
性
は
。

答　

土
地
の
位
置
と
形
、地

番
、地
目
、面
積
を
確
定
す
る

こ
と
に
よ
り
、調
査
結
果
を

災
害
復
旧
や
公
共
事
業
に
活

用
す
る
こ
と
が
で
き
、事
務

事
業
の
効
率
化
に
も
役
立
て

る
こ
と
が
で
き
る
。

問　

集
約
型
ま
ち
づ
く
り
を

行
う
た
め
に
地
籍
調
査
が
有

効
と
考
え
る
が
、都
市
計
画

の
再
編
成
な
ど
市
の
計
画
は
。

答　

佐
屋
駅
周
辺
は
、交
通

結
節
点
機
能
の
強
化
に
向
け
、

調
査
等
を
開
始
し
た
。道
の

駅
周
辺
整
備
事
業
で
は
、補

助
金
を
活
用
し
て
地
籍
調
査

と
同
等
以
上
の
精
度
で
測
量

を
実
施
す
る
。

問　

市
の
土
地
と
民
地
の
境

界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

市
民
の
負
担
軽
減
に
も
つ
な

が
る
。地
籍
調
査
を
行
う
の

で
あ
れ
ば
、官
民
境
界
か
ら

と
考
え
る
が
。

答　

官
民
境
界
を
先
行
し
て

調
査
を
行
う
官
民
境
界
等
優

先
調
査
が
あ
る
。通
常
の
地

籍
調
査
に
比
べ
早
く
調
査
が

で
き
、災
害
時
に
お
け
る
道

路
等
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
早

期
復
旧
が
で
き
る
。

問　

市
長
に
地
籍
調
査
の
見

解
を
尋
ね
る
。

答　

補
助
対
象
と
な
る
公
共

事
業
の
制
度
を
活
用
し
て
計

画
的
に
進
め
て
い
く
。調
査
へ

の
理
解
、合
意
形
成
を
図
っ

て
、財
源
確
保
等
、有
利
な
状

況
に
な
れ
ば
、活
用
し
な
が

ら
事
業
を
進
め
て
い
き
た
い
。

●
特
徴
あ
る
発
達
支
援
セ
ン

タ
ー
の
確
立
を

答

答

答

答

答

答

▲土地の境界を示す境界杭

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

問

問

問

問

問

問
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